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市町村による障害福祉サービスの充実を求める要望書に対する回答 

   

1.  新型コロナウイルス感染症の対応について（新規要望） 

 

昨年度に引き続き依然として世界的な脅威になっています新型コロナウイルス感染症に

ついては、神奈川県内の福祉施設でも多数の陽性者が判明しており、一部はクラスター

に発展するケースもありました。現在は変異株の感染も報告されており、予断を許さな

い状況です。福祉施設・事業者は、障がい者（児）、ご家族の生命、健康を守っていくた

めに以下のとおり施策の整備を要望します。 

 

(1) 感染、発症の予防、また重症化を防ぐ上でも効果があると言われていますコロナワ

クチン接種につきましては、福祉施設従事者（以下、職員）、基礎疾患を有する方

（知的障がい・精神障がいを含む）は優先接種の対象になっています。しかし、現

状は各市町村によって対応、進度が相違しています。施設・事業者では速やかに利

用者・職員が共に集団接種が出来ることが望ましいと考えます。しかし、その課題

は利用者と職員との対応の相違、接種券発行の条件（年齢、住民票のある住所地、

申請主義）、ワクチンの確保、医師・看護師の確保（派遣要請含む）、会場の確保な

どがあります。よって、市町村におかれましては、利用者・職員の優先的な集団接

種が可能となるような迅速かつ柔軟的対応と配慮をお願いします。 

⇒ 新型コロナワクチン接種事業は、国の指示に基づき市町村が実施することとされており、当

市でも国が示す接種の時期や接種会場の条件等に則って接種を進めております。 

 初回接種（１・２回目接種）では、障がい者施設等の従事者や基礎疾患を有する方は優先

接種の対象となっておりましたが、追加接種（３回目接種）では、２回目接種から一定期間を

経過することにより接種が可能となることから、国から優先接種の考え方は示されておりませ

ん。ただし、障がい者施設等の入所者や従事者については、当該施設において接種を行う場

合は、２回目接種から６か月経過後に追加接種が可能であることが国から示されています。 

当市では、接種の時期を迎える方の住民票所在地に接種券を順次発送しているところです。 

今後も、引き続き国の指針等を踏まえながら、市民が速やかに接種を受けられるように適切

に対応してまいります。 
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(2) 利用者・職員が必要な時に PCR検査を速やかに受けられるような行政検査の配慮と

救護応援体制の確保をお願いします。 

(3)利用者が PCR検査で陽性と判明した場合は速やかに入院・入所（ケア付き宿泊療養 

施設）できるよう、医療体制の確保をお願いします。ケア付き宿泊療養施設には、

グループホーム内での感染拡大防止のため、グループホームの入居者も対象にして

いただくようお願いいたします。 

  (4) 集団感染が発生した際には、発生した福祉施設への衛生管理・指導のための専門医

療スタッフの派遣と、衛生・医療に係る備品等の優先的支給を引き続きお願いしま

す。 

⇒（２）（３）（４）は関連性があるため、一括してお答えします。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた検査及び医療体制の整備等については、国や

県が感染症法等に基づき、広域的な観点から実施していくものととらえております。 

  （以下、追記）しかしながら、現在、感染が急速に拡大しているため、行政検査の体制が整わ

ない状況や、代替手段となりうる抗原検査キットについても供給不足になっているとの認識

です。社会福祉施設等が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続

する上で欠かせないものであり、継続的に提供されることが重要であることから、県に対し、

機会を捉えて、PCR検査体制の確保等について、要望してまいります。 

また、県が実施するケア付き宿泊療養施設は、原則として在宅で介護者が新型コロナウイ

ルス感染症で入院し、介護者が不在となった場合に入所可能と定められています。県では、

グループホームにおいて陽性者が発生した場合等には、感染症の専門知識をもつ医師・看

護師からなる対策チームを派遣し、施設に対し、感染拡大防止のための様々な指導を行っ

ています。衛生用品については、国・県と連携し、必要数の確保に努めてまいります。 

  

 

（5）感染した施設に対しての風評被害が出ないよう市民への啓発をお願いします。 

たとえば、感染者を特定するよう施設に要求したり、製品の不買をしたり、不必要 

な電話連絡をすることなど。 

⇒令和 3年 2月に改正された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」では、新たに差別的

取扱い等の防止に関する規定が設けられました。当市としても新型コロナウイルス感染によ

る差別や偏見を防ぐため、市のホームページ等を活用しながら、引き続き周知を図ってまい

りたいと考えております。 

 

(6) 感染した施設の職員は濃厚接触者となるため、家族が同居する場合は自宅に帰れ

ず、車中泊をしたケースがありました。そのような職員用の宿泊施設の確保または

宿泊に係るかかり増し費用の助成を検討願います。 

 

⇒濃厚接触者に対する自宅待機に係る要請等については、感染症法等に基づき、県（保健所

設置市においては当該市）が個人情報等を管理し、実施しているものとなっております。 
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（7）昨年度は新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、各種加算要件等の緩和がなされ

ました。現在も収束が見通せない状況は変わりませんので、引続き柔軟な対応をお

願いします。特に感染が起こった事業者は陽性者の治療および感染拡大防止のため

に何日か閉鎖することがあります。しかし、その間も職員は自宅待機の利用者の健

康把握のため連絡を行ったり、関係機関・施設や業者と頻繁に連絡調整を行ってお

りますので、その際は在宅支援等の代替的支援を柔軟的に認めていただけるようご

配慮をお願いいたします。 

⇒国の通知等に基づき、引き続き各事業所と連携して対応してまいります。 

 

２．人材確保について（継続要望） 

(1) 福祉人材の確保については、障がい福祉のみならず福祉事業全体の問題になっていま

す。市町村と法人、施設が協力して具体的な取組が行えるよう要望します。(例として

官民共催による就職説明会、就職支度金制度、採用に係る助成金・奨励金制度、奨学

金補助制度、勤務年数により返済が減額される貸付金、魅力ある市町村での働き方等) 

⇒福祉人材の確保については、広域的な課題として本体報酬の引き上げなどにより、処遇改善

の環境を整備すべきものと考えますが、昨年 11月に閣議決定された「コロナ克服・新時代

開拓のための経済対策」に基づき、障がい福祉職員を対象に、令和 4年 2月以降、収入を

約 3パーセント（月額 9,000円）引き上げるための交付金の支給が決定されたことから、

当市では、今後も国の経済対策の動向を注視してまいります。 

また、長期的な福祉人材の確保には、障がいについて理解を深め、地域福祉に関心を持っ 

てもらうことが重要であると考えることから当市では、引き続き「あいサポート運動」を継続し

てまいります。 

 

(2) 学校教育の中でも福祉に関する授業や模擬体験、近隣福祉施設との交流等の機会を増

やして障がい者に対する理解を育んでいただけるよう市町村教育委員会との連携を

要望します。 

⇒当市では、市内の公立小学校・中学校で「車いすバスケットボール体験講座」を実施してい

る他、新型コロナウイルス感染拡大防止のため見合わせておりますが、市内在住または在学

の中学生・高校生を対象として福祉施設等での体験学習を行うプログラムを開催する等、

福祉についての学びを深めるための取り組みを実施しております。 
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３．障害者地域生活サポート事業について（継続要望） 

(1) 障害者地域生活サポート事業は、福祉先進県かながわを象徴する運営費補助金事業

の見直しに伴い、平成 18年度に施行されて 15年が経過しました。市町村の任意事

業であり、県市 1/2負担の協調事業でもあります。平成 26年度から交付金化され、

実施にあたっては、市町村の財務状況により格差が生じております。令和元年度に

は制度の見直しがあり、障害者グループホーム等運営費補助事業が一本化されまし

た。現在、全体の実施率は約 25％と低い状況となっています。障害者地域生活サポ

ート事業の実施により、利用者の立場に立った支援サービスの充実を目的としてい

ます。よって未実施の市町村には早期に実施を要望します。特に比較的実施率の高

い次の事業が未実施の市町村には早期の実施を要望します。 

ｱ「重度重複障害者個別支援事業」については、14市町村が実施 

ｲ「単独型短期入所促進事業」については、14市町村が実施 

ｳ「地域防災拠点事業」については、11市町村が実施 

ｴ「医療的ケア支援事業」については、12市町村が実施 

ｵ「行動障害者支援事業」については、7市町村が実施 

⇒当市といたしましては、障害者地域生活サポート事業は、市町村がそれぞれの地域特性に応

じ予算の範囲内で実施するものであり、市町村格差がなく全県域で実施すべき事業につい

ては県の主導により事業化が図られるべきであると考えております。 

 

(2) 障害者地域生活サポート事業は、地域における制度の狭間や国制度への上乗せ補助

など、利用者のニーズに合わせたきめ細かいサービスメニューが設定されています

が、職員配置など一部適用条件に厳しい部分がありますので、柔軟な対応を要望し

ます。 

⇒障害者地域生活サポート事業については、対象者や基準を県が定めております。市町村は

地域のニーズに応じ、事業の実施について、予算の範囲内でメニューを選択することは可能

であるとされています。基準の緩和等については、県の主導により行われるべきであると考え

ます。 

 

(3) サービス等利用計画を作成するにあたって、相談支援専門員の確保が不可欠であり

ます。現行の報酬額では、安定した事業運営及び相談員の確保が難しい状態が続い

ています。事業運営を安定化するために新たに「障害者地域生活サポート事業」に

計画相談支援に関するメニューの追加と、相談員確保に際しての支援策の追加を要

望します。 

⇒サービス等利用計画作成費については、法に基づく個別給付であり、その財源は国、都道府

県、市町村で負担することとなっております。したがいまして、サービス等利用計画作成費は、

本来補助制度ではなく本体報酬として算定される必要があると考えております。計画作成に

必要な人材が確保できる適正な報酬設定とするよう国等へ今後も要望してまいります。 

 



5 

 

４．障害者グループホームの運営について（継続要望） 

(1) 障害者グループホーム運営事業は、グループホーム等で障がい者が安心して地域生

活を送るためにとても重要であり、福祉先進県かながわを象徴する制度です。現

在、交付金化されており、市町村間での格差がないよう実施率を上げていただくと

ともに、引き続き継続、充実の推進を要望します。 

⇒障害者グループホーム等運営補助事業につきましては、グループホーム等の安定的な運営

ができるよう県制度として実施しておりますが、本来補助制度ではなく本体報酬として算定さ

れる必要があると考えております。今後も国等への要望を行うとともに県と歩調を合わせなが

ら引き続き事業の継続に努めてまいります。 

 

(2) グループホームの家賃補助は、市町村独自の補助の実施で市町村間の格差（8,000～

17,500円）が生じています。地域での安心した生活を送るためにも全市町村で家賃

補助が実施できるよう要望します。現在 19市町が家賃補助を実施しています。 

⇒グループホームの家賃補助については、当市では平成１９年度から地方単独事業として、月

額２万円を上限に助成を開始しました。国の家賃助成制度が開始された平成２３年１０月以

降は、国の制度を活用し助成を継続しているところです。引き続き入居者の経済的な負担軽

減を図り、障がい者の生活の自立の促進に取り組んでいきたいと考えております。 

 

５．障がい児サービスについて（継続要望・一部新規） 

(1) 児童発達支援センターや児童発達支援事業、放課後等デイサービスの利用希望障が

い児の増加や医療的ケアが必要な重度障がい児などのサービス提供が市町村によっ

て充足状況に格差が生じています、地域で暮らす障がい児に対してニーズに適切に

対応するための事業所拡充などの体制整備や市町村単独の看護師やＰＴ、ＯＴ、Ｓ

Ｔなどの専門職の人件費補助などが図られるよう要望します。 

⇒障害児通所支援につきましては、平成２４年の制度改正以降、関係各署にご尽力いただいた

結果、サービス提供事業所の拡充が進み、平成２４年当初と比べ３倍近い児童がサービスを

利用できるようになりました。 

サービス提供事業所における専門職の配置については、サービス提供報酬で加算が設定さ

れていることもあり、専門職を配置している事業所も増え始めていることから、市単独での人

件費補助を行う予定はございませんが、今後もニーズへの適切な対応が行えるよう、当市の

実情に合わせた体制整備に努めてまいります。 
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(2) 福祉型障害児入所施設の高等部卒業生及び加齢児の移行支援は、みなし規定の期限

が令和 3年 3月末日までから 1年延長されました。速やかに移行支援を実現するた

めには、県、市町村、児童相談所、福祉事務所、相談事業所、特別支援学校及び障

害者支援施設、グループホーム、障害福祉サービス事業所等が連携する自立支援シ

ステムの構築を図り、地域の社会資源を拡充するとともに、計画的に移行支援が進

められるよう調整機能を発揮してください。要望として、現在高等学校 3年生にな

って受けられる障害支援区分認定調査を 2年生から受けられるようにしていただき

たい。そうすれば進路先、実習先との具体的な調整、体験利用を早い段階で進めら

れるようになります。 

⇒障害支援区分は、障害福祉サービスの必要性に応じ、児童相談所から通知を受領したうえ 

  で認定調査を実施しています。引き続き関係機関と連携し、成人施設への移行を進めてまい 

ります。 

 

６．相談支援事業の充実（継続要望） 

相談支援従事者初任研修、相談支援専門員現任研修における研修回数の増及び受講生の

増が可能となるよう必要な予算、研修実施体制の確保を要望します。 

⇒計画作成に必要な人材が確保できるよう、研修の充実につきましては、神奈川県に要望を伝

えてまいります。 

 

７．短期入所事業について（継続要望） 

(1) 障がい者が在宅生活を継続する上で、家族への支援は重要です。入所施設に加えて

通所施設においても単独で安定した短期入所事業が運営できるよう、空床保障や職

員の人員配置、市町村主体または近隣市町村合同での基盤整備を図るよう要望しま

す。 

⇒通所施設においても単独で安定した短期入所事業の運営ができるよう市町村主体または

近隣市町村合同での基盤整備を図るとのことですが、本体報酬額や県の補助額の増額等が

優先されるべきと考えます。 

 

(2) 障害者虐待防止法による緊急時のベッドの確保は一市町村では難しいと思われま

す。県が広域にわたり調整できるよう市町村からも上申願うよう要望します。 

(継続要望)  

⇒県立施設関連にて、虐待を受けた障がい者を緊急避難的に一時保護するための居室の確

保が行えるよう要請するとともに、市町村間を超えた民間施設における受入調整を行うよう

引き続き要望してまいります。 
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８．就労関連について（継続要望） 

(1) 障がい者の経済的自立は、障害基礎年金等とともにある程度の工賃が確保できれば

地域移行、地域生活を安定して行う基盤となります。しかし、昨年度より新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大により、福祉事業所の生産活動は受注減少、イベント

等の中止による販路先の減少により大打撃を受けております。つきましては、例年

以上に福祉施設への物品購入や役務の業務委託等の優先発注、市町村の公的施設内

における福祉ショップの設置、市町村業務おける「施設外就労」の推進、市町村の

障がい者の直接雇用の推進、公平中立な共同受注窓口の設置が図られよう要望しま

す。 

⇒当市では、大和市保健福祉センターの１階の一部を福祉施設で製造された食品等を販売す

るショップとして活用しております。また、福祉施設への物品購入等の優先発注については、現

在も随意契約での発注を可能としているところですが、今後も市内の事業所と連携して、福祉

施設への優先発注に努めてまいります。 

 

９．障がい者の防災対策について（継続要望） 

(1) 昨今の自然災害は、地震に加えて風水害、それに関連した土砂災害が増大していま

す。大規模災害で障がい児者は、地域の避難所の環境に馴染むことが難しく、危険

と知りながら自宅で過ごしたり、車上生活をした事案もみられます。障がい児者の

防災対策は、多様な対応が必要であり、施設との協議や災害対策についても同様の

視点を念頭に取り組むことが重要です。生活避難施設における運営委員会に障害福

祉施設等の関係者が参加するなど、地域での防災活動に啓発的な役割を担えるよう

要望します。 

⇒当市には、33か所の避難生活施設（指定避難所）があり、すべての避難生活施設において

運営委員会を立ち上げ、定期的な調整会議や訓練等を実施し、円滑な避難所運営に努め

ております。 

運営委員会の構成員は、自主防災会員、施設管理者である学校、避難所担当の行政職員

ですが、運営委員会によっては、オブザーバーとして、地域の福祉施設職員も参加しており、

平時から、避難生活施設の運営について協議を行っております。今後も、希望のある福祉施

設関係者の相談には随時対応し、各運営委員会との連携が図られるよう配慮してまいりま

す。 
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(2) 大規模災害時を想定した対策については、非常災害時の通報や通信手段の確保など

が必要不可欠です。無線通信装置等の配備や施設の改修等の施設整備、備品等の確

保が行われるよう要望します。 

⇒災害時における情報は、防災行政無線の他、防災ラジオ、やまと PS メール、ヤマト SOS支援

アプリ、FM やまと、緊急速報メールなど複数の手段で提供できるよう整備しており、無停電

電源装置や複数回線を確保するなど大規模災害に備えた対策を行っております。 

障がい福祉施設等には、防災ラジオを無償で配備しており、市からの緊急情報等が速やか

に伝達されるよう対策を講じております。 

また、市内の事業者が災害時を想定した通信装置の配備や物品等が確保できるよう、平成

29年度より地域防災拠点事業を実施しております。 

 

１０．発達障がい者への支援の充実について (継続要望) 

現在、かながわＡ（エース）が、県域を対象に発達障害者支援センター事業を実施して

いますが、成人発達障がい者のニーズ急増や利用者からの相談件数の増に対応するに

は、各市町村または圏域において発達障害者支援センターを創設し、発達障がい者支援

の充実を図っていただくことを要望します。 

⇒発達障害者への支援につきましては、発達障害者地域支援マネージャーや関係機関との連

携を図り、発達障害者支援の充実に努めてまいります。 

 

１１．第６期障害福祉計画について(継続要望) 

(1) 地域生活支援拠点等の整備 

地域生活支援拠点事業の整備にあたり、国の指針に基づき面的整備型、多機 

能拠点整備型、またその複合型も含め、地域の実情に応じた具体的な計画策 

定を要望します。 

⇒地域生活支援拠点等の整備につきましては、地域における既存施設・事業所の機能を活用

し、有機的な連携による面的機能整備を進め、効果的な支援体制の充実を図って行きます。 

 

(2) 基幹相談支援センターの設置について 

この事業については、神奈川県では未設置の市町村もありますので、国の指 

針に基づき基幹相談支援センターの積極的な配置を要望します。設置の自治 

体は 11団体です。しかし、今まで相談事業については独自に取組んできた市町村

もありますので、その機能の充実を前提に協議、検討願います。 

⇒当市では、平成２５年度より基幹相談支援センターを設置しています。 

 

 

 

 

 



9 

 

(3) 市町村地域生活支援事業について 

市町村地域生活支援事業の日中一時支援、移動支援、成年後見利用推進支援事業等

の報酬単価や設定時間、支給量など必要に見合うように支給決定がされるよう要望

します。 

⇒当市では、相談支援専門員と連携し、ひとりひとりの実情に見合った適切な支給決定に引き

続き努めるとともに、事業の更なる充実を検討してまいります。 

 

(4) 多様な福祉サービスのあり方について 

県内市町村の障がい福祉は、その地域性の中で施設入所、グループホーム、短期入

所、居宅介護、移動支援、日中活動支援事業所など多様な福祉サービスによるネット

ワークで成り立っています。生きづらさを抱えた当事者の方々のライフステージにお

いて、必要な時期に、必要な支援を選べることが重要です。65 歳問題（介護保険優

先ではない 2007 年厚労省通知→市町村の担当者がどのくらい理解されているのか疑

問、事業所職員も知らなかったというケースがあります。）にも関連します。特に利

用者ご本人が希望により安心して挑戦できる環境を整えるためには横断型・循環型サ

ービスが必要です。多様なサービスのひとつである入所施設の 24 時間 365 日稼働の

地域生活を支える拠点としてのセーフティネット機能、役割を再確認していただきた

いと思います。福祉先進県神奈川として、障がい福祉を地域で有機的に展開するため

には、県内市町村が連携し、柔軟的効果的な助成と制度設計がなされることを要望し

ます。 

⇒引き続き計画相談支援事業所および介護保険を含めた関係機関と連携し、本人の希望

する生活に寄り添った各種サービスの支給に努めてまいります。 

 

令和４年１月３１日 

大和市長 大木 哲 










































































































































